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争
山

森
三
十

山 口 県

特大選政政資公銃雑

（定期）報

告保公特 毎

第 号

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
通
知

の
要
旨
及
び
掲
示
場
所
は
、
次
の

議
行
為
の
通
知
…
…
…
…
…
…
…
…

告

口
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方

定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一

管
告
示

治
団
体
の
名
称
等
…
…
…
…
…
…
…

治
団
体
の
異
動
事
項
…
…
…
…
…
…

金
管
理
団
体
の
名
称
等
…
…
…
…
…

安
委
告
示

砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の

報

目

次

示安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

週
火
・
金
曜
日
発
行

の
内
容
を
掲
示
し
た
。

と
お
り
で
あ
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の

が
知
れ
ず
、
又
は
そ
の
所
在
が

の
認
証
の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
第
一
項
の
講
習
会
の
開
催
…
…
…
…

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
の
内
容
の
要
旨

の
申
請
（
二
件
）
（
県
民
生
活
課
）
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

及
び
掲
示
場
所

（
森
林
整
備
課
）
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

七
五
一

字
杉
ノ
杭

五
五
九

錦
町
須
川
字
上
ノ
山

三
九
〇
〇

二

通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た

岩
国
市
役
所

場
所

岩
国
市
錦
町
大
野
字
早
山
三

七
一

字
木
鳥
居

三
八
〇

七
五
〇

〇
三

二

通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た

山
口
市
役
所

一

通
知
の
内
容
の
要
旨

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十

一

通
知
の
内
容
の
要
旨

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予

定
に
係
る
保
安
林
の
所
在

場
所

山
口
市
徳
地
堀
字
越
当
一
五

立
木
の
伐
採
の

限
度

土
砂
の
流

出
の
防
備

立
木
の
伐
採
の

限
度
並
び
に
植

栽
の
方
法
及
び

樹
種

場
所 的水

源
の
涵

養

立
木
の
伐
採
の

限
度

立
木
の
伐
採
の

限
度
並
び
に
植

栽
の
方
法
及
び

樹
種

出
の
防
備

限
度

場
所保

安
林
と

し
て
指
定

さ
れ
た
目

変
更
に
係
る
指

定
施
業
要
件

三
日

山
口

保
安
林
と

し
て
指
定

さ
れ
た
目

的

変
更
に
係
る
指

定
施
業
要
件

土
砂
の
流

立
木
の
伐
採
の

一

錦
町
須

川
三
九
六
九

河
上

仁
史

住

所

氏
名
又
は
名
称

岩
国
市
錦
町
大

野
九
五
八

岩
本
定
次
郎

賀
市
馬
堀
海
岸

四
丁
目
二

森
林
所
有
者
又
は
登
記
し
た
権

利
を
有
す
る
者

県
知
事

山

本

繁
太
郎

森
林
所
有
者
又
は
登
記
し
た
権

利
を
有
す
る
者

住

所

氏
名
又
は
名
称

神
奈
川
県
横
須

石
田

亨
大

告

示



平

一

成 年 月 日 火曜日

（
五特

り
特同

二
月

衆
の

山 口

三
予進

（定期）県 報

二
月

衆
の

一二

第 号

（
五特

り
特同

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

四
九
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

二
十
五
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
三
日

代

表

者

の

氏

名

山

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

宇

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

山
口
県
民
に
対
し
て
、
一
般
的
脳

防
・
早
期
発
見
・
治
療
等
に
関
す

に
寄
与
す
る
こ
と
。

二
十
五
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
三
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
二
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

山

公

四
八
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

設
立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山

山
口
県
知

下

哲
男

部
市
野
中
五
丁
目
一
番
五
七
号

神
経
外
科
疾
患
及
び
生
活
習
慣

る
知
識
の
普
及
啓
発
に
関
す
る

境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

口
県
病
院
脳
神
経
外
科
医
ネ
ッ

告

設
立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
二
十
四
年
十

口
県
周
南
県
民
局
に
お
い
て
公

事

山

本

繁
太
郎

病
に
よ
る
脳
疾
患
に
つ
い
て
の

事
業
を
行
い
、
県
民
の
健
康
増

口
県
宇
部
県
民
局
に
お
い
て
公

事

山

本

繁
太
郎

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ト
ワ
ー
ク

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
二
十
四
年
十

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十

（
五
五
一
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
十

部
商
工
労
働
課
に
お
い
て
公
衆

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
五
五
〇
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

課
及
び
山
口
県
岩
国
県
民
局
に

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

障
害
者
が
地
域
生
活
を
送

障
害
者
問
題
に
対
す
る
社
会

三
日

山
口

立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

三
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口

六
日

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
口

中

弘

岩
国
市
錦
見
二
丁
目
七
番
五

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で
の

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す

三
日

五
日

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

信
愛
会

衣
川

信
直

周
南
市
須
々
万
本
郷
六
五
三

る
た
め
に
必
要
な
環
境
を
整
え
、

的
理
解
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
。

県
知
事

山

本

繁
太
郎

よ
る
届
出

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

類
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十

働
部
商
政
課
及
び
美
祢
市
建
設
経

県
知
事

山

本

繁
太
郎

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

県
東
部
泌
尿
器
科
研
究
会

〇
号

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生

。 名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

番
地
の
三

福
祉
の
向
上
及
び
自
立
に
寄
与
し

二

の三済 の活 、

公

告



平成

八

年 月 日 火曜日

七

山 口 県 （定期）報

名ナ
四五六

第 号

一二
ナ

三

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

届
出
年
月
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小

氏

名

又

は

名

称

ナ
チ
ュ
ラ
ル
株
式
会
社

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の

三
箇
所

駐
車
場
の
収
容
台
数

四
〇
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

二
〇
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

九
六
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

一
二
立
方
メ
ー
ト
ル

氏

名

又

は

名

称

住

チ
ュ
ラ
ル
株
式
会
社

福
岡

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積

一
、
一
九
四
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ

所
在
地

美
祢
市
大
嶺
町
東
分

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名

称

住

チ
ュ
ラ
ル
株
式
会
社

福
岡

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時

方
法
に
関
す
る
事
項

売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及

開
店
時

午
前
零

と
が
で
き
る
時
間
帯

で数

所

県
朝
倉
市
一
ツ
木
一
一
四
八
の

日の
合
計

に
関
す
る
事
項

在
地

ス
ト
ア
モ
リ
美
祢
店

二
八
七
の
一

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表

所

県
朝
倉
市
一
ツ
木
一
一
四
八
の

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

間
帯

び
閉
店
時
刻

刻

閉
店
時
刻

時

午
後
一
二
時

代
表
者
の
氏
名

一

森

信

者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

一

森

信

及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二

選
挙
管

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告三

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

示
第
百
三
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

日
理
委
員
会

示
第
百
二
号

三

委
員
長

上

符

正

顕

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

委
員
長

上

符

正

顕

が が

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 火曜日 山 口

山
政

が
あ

（定期）県 報 第 号

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
三
日

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

第
百
四
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

長

上

符

正

顕

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

八
、

八

一
〇
、
一
〇

一
二
、
一
二

経
験
者
講
習
会

開

催

の

平
成
二
五
、

二
、

七

午

四
、
一
一

六
、

六

開

催

の

平
成
二
五
、

二
、
一
四

午

四
、
一
八

六
、
一
三

八
、
二
二

一
〇
、
一
七

一

講
習
会
の
受
講
対
象
者

初
心
者
講
習
会

法
第
四
条
第
一
項
第
一

経
験
者
講
習
会

法
第
七
条
の
三
第
二
項

二

講
習
会
開
催
の
日
時
及
び

初
心
者
講
習
会 公

安

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
講

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十

日

時

開

後
一
時

山
口
県

日

時

開

前
九
時
三
〇
分

山
口
県

号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ

の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
を
受

場
所 委

員

会

四
十
八
号

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
。

習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

三
日

催

の

場

所

岩
国
警
察
署
岩
国
西
幹
部
交
番

催

の

場

所

警
察
本
部

山
口
県
公
安
委
員
会

う
と
す
る
者

け
よ
う
と
す
る
者

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条

四

の

公

安

委

員

会



平成

一

年 月 日 火曜日

労
口
赤

山 口 県 （定期）報 第 号

事
件年

末
一
時
金
の
要
求
に
関
す
る

雑

争
議
行
為
の
通
知

働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年

十
字
病
院
労
働
組
合
か
ら
、
次
の

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
三
日

三
、

五

五
、

七

七
、

九

九
、
一
〇

一
一
、

五

六
、
二
〇

七
、
二
五

八
、
二
九

九
、
二
六

一
〇
、
二
四

一
一
、
二
一

一
二
、
一
九

平
成
二
五
、

一
、

八

午
後
一

一
二
、

五

平
成
二
五
、

一
、
二
四

午
後
一

二
、
二
一

三
、
二
一

四
、
二
五

五
、
二
三

件

報

法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七

と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の

山
口
県
知

山
口
県
山
陽

山
口
県
警
察

時 時

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

事

山

本

繁
太
郎

小
野
田
警
察
署
厚
狭
幹
部
交
番

本
部

四

概
要

あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為

諸
手
当
の
改
善
の
要
求

労
働
条
件
の
改
善
の
要

二

日
時

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十

三

場
所

総
合
病
院
山
口
赤
十
字
病

す
る
全
職
場

を
実
施
す
る
。

に
関
す
る
件

求
に
関
す
る
件

三
日
以
降
本
問
題
の
解
決
に
至
る

院
に
お
い
て
山
口
赤
十
字
病
院
労

五

ま
で
の
期
間

働
組
合
に
所
属
す
る
組
合
員
が
従
事

雑

報



平
成
二

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
三
日
印
刷

十
四
年
十
一
月
十
三
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁
知
事


